
令和５年度秋田県地域枠産業動物獣医師養成確保対策事業
修学資金（高校生等枠）

　秋田県の獣医師職員として働くことを目指す高校生等を対象に「秋田県地域
枠産業動物獣医師養成確保対策事業修学資金」を給付し、将来の秋田県獣医師
職員を養成する。　

事業の目的

　秋田県の推薦を受けて、対象となる獣医大学の特別試験に合格し、進学・卒
業後、秋田県職員として農林水産部への配属を志望する高校３年生等に対し、
入学金等を給付する。
＜給付額＞①入学前：入学金・前期授業料等相当額（上限175万円）
　　　　　②入学後：修学資金　私立大学　：18万円/月×６年間
　　　　　　　　　　　　　　　国公立大学：10万円/月×６年間
※　秋田県獣医師職員として、修学資金の給付を受けた期間の３分の５（国公
　立大学の場合2分の３）の期間勤務した場合、返還債務が全額免除される。

事業の内容
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R６年度以降の
修学資金給付の契約

修学資金
私立　：月額１８万円/６年間）
国公立：月額１０万円/６年間）

大学入学

合格者を希望大学へ推薦

希望大学へ出願（11月１日～）

修学資金給付（入学金・前期授業料分）

R５年度分 修学資金給付の契約

・合格発表（12月１日～）
・合格した大学へ、入学金・前期の

　授業料を納付

大学選抜入試（11月18日～）


